
平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

八

九

号

自
衛
隊
の
ソ
マ
リ
ア
沖
海
賊
対
処
「
新
活
動
拠
点
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

赤

嶺

政

賢
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自
衛
隊
の
ソ
マ
リ
ア
沖
海
賊
対
処
「
新
活
動
拠
点
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
〇
年
七
月
十
七
日
、
防
衛
省
は
ソ
マ
リ
ア
沖
・
ア
デ
ン
湾
で
海
賊
対
処
活
動
を
行
っ
て
い
る
自
衛
隊
の
施
設
整
備
に

向
け
た
起
工
式
を
ジ
ブ
チ
国
際
空
港
内
で
行
っ
た
。
防
衛
省
は
こ
れ
を
「
新
活
動
拠
点
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
整

備
す
る
施
設
と
し
て
報
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
海
上
自
衛
隊
の
Ｐ
�
Ｃ
哨
戒
機
の
駐
機
場
や
格
納
庫
、
隊
舎
な
ど
で
あ
り
、
ま

さ
に
「
基
地
」
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
自
衛
隊
が
戦
後
初
め
て
、
海
外
に
恒
久
基
地
を
持
つ
可
能
性
が
あ
り
、
憲
法
に
関

わ
る
重
大
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
重
大
問
題
に
つ
い
て
、
政
府
は
こ
れ
ま
で
、
国
会
と
国
民
に
対
し
、
何
ら
ま

と
も
な
説
明
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
政
府
の
対
応
は
到
底
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

自
衛
隊
は
二
〇
〇
九
年
三
月
か
ら
海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
に
よ
る
民
間
船
舶
の
護
衛
を
、
同
年
六
月
か
ら
Ｐ
�
Ｃ
哨
戒
機
に

よ
る
警
戒
監
視
、
情
報
収
集
・
提
供
を
行
っ
て
い
る
。
ソ
マ
リ
ア
沖
・
ア
デ
ン
湾
に
お
け
る
海
賊
問
題
が
深
刻
化
し
た
二
〇
〇

八
年
以
降
、
各
国
が
軍
隊
を
派
遣
し
て
い
る
が
、
海
賊
事
件
は
広
域
化
し
多
発
し
て
お
り
、
何
ら
解
決
の
見
通
し
は
立
っ
て
い

な
い
。
国
際
海
事
局
（
Ｉ
Ｍ
Ｂ
）
に
よ
る
と
、
ソ
マ
リ
ア
沖
・
ア
デ
ン
湾
の
海
賊
事
件
発
生
件
数
は
、
二
〇
〇
八
年
の
百
十
一

件
に
対
し
、
二
〇
〇
九
年
は
二
百
十
七
件
に
ほ
ぼ
倍
化
し
、
二
〇
一
〇
年
も
百
三
十
七
件
に
上
っ
て
い
る
（
十
月
二
十
一
日
現

在
）
。
軍
隊
の
派
遣
で
海
賊
問
題
を
解
決
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一



政
府
は
、
東
南
ア
ジ
ア
で
行
っ
て
き
た
よ
う
に
、
地
域
協
力
の
枠
組
み
づ
く
り
や
現
地
・
周
辺
国
の
海
上
警
察
力
を
強
化
す

る
た
め
の
技
術
援
助
・
財
政
援
助
、
問
題
の
根
本
に
あ
る
ソ
マ
リ
ア
の
内
戦
終
結
と
貧
困
解
決
に
向
け
た
外
交
努
力
と
民
生
支

援
で
積
極
的
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
り
、
自
衛
隊
は
撤
退
す
べ
き
で
あ
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

「
新
活
動
拠
点
」
と
し
て
整
備
す
る
施
設
の
内
容
及
び
規
模
（
棟
数
及
び
各
棟
の
階
数
と
延
べ
床
面
積
）
、
構
造
、
場

所
、
区
域
面
積
、
予
算
額
（
総
額
及
び
各
年
度
の
内
訳
）
、
完
成
予
定
時
期
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
そ
の
際
、
整
備
す
る

と
さ
れ
る
隊
舎
の
収
容
人
数
、
駐
機
場
の
機
数
、
格
納
庫
の
機
数
も
明
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
施
設
整
備
に
伴
い
、
派
遣
人

員
に
変
化
は
あ
る
か
。

二

「
新
活
動
拠
点
」
の
土
地
は
ジ
ブ
チ
政
府
か
ら
借
り
受
け
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な

内
容
で
契
約
を
行
っ
た
の
か
。
地
代
及
び
契
約
期
間
、
そ
の
他
契
約
に
関
わ
る
条
件
等
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
新
活
動
拠
点
」
の
施
設
・
区
域
内
に
お
け
る
管
理
権
及
び
事
件
・
事
故
に
関
わ
る
裁
判
権
を
持
つ
の
は
ど
ち
ら
の
政
府

か
。
同
施
設
・
区
域
内
に
ジ
ブ
チ
国
内
法
は
適
用
さ
れ
る
か
。

四

現
在
、
自
衛
隊
員
は
ジ
ブ
チ
国
際
空
港
内
の
ど
こ
に
駐
屯
し
、
Ｐ
�
Ｃ
哨
戒
機
は
ど
こ
に
駐
機
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、

二



そ
の
費
用
は
誰
に
ど
れ
だ
け
支
払
っ
て
い
る
か
。

五

現
在
、
ジ
ブ
チ
国
際
空
港
を
拠
点
に
海
賊
対
処
活
動
を
行
っ
て
い
る
国
は
ど
こ
か
。
そ
れ
ら
の
国
々
は
、
同
空
港
内
の
ど

こ
に
駐
屯
し
て
い
る
の
か
。
も
と
も
と
同
空
港
内
に
基
地
を
持
つ
米
軍
及
び
フ
ラ
ン
ス
軍
を
除
き
、
新
た
な
活
動
拠
点
を
設

け
た
国
は
あ
る
か
。

六

「
新
活
動
拠
点
」
の
整
備
に
関
し
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
調
査
・
検
討
を
行
い
、
い
つ
決
定
し
た
か
。
ま
た
、
国
会
に
対

し
て
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
説
明
を
行
っ
た
か
。

七

政
府
は
い
つ
ま
で
自
衛
隊
に
よ
る
海
賊
対
処
活
動
を
継
続
す
る
方
針
か
。
ど
う
い
う
状
況
に
な
れ
ば
、
自
衛
隊
を
撤
退
さ

せ
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


